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［事案 2021-170］契約取消等請求  

・令和 4年 7月 22 日 和解成立 

＜事案の概要＞ 

募集人の説明不足等を理由に、契約の取消し等を求めて申立てのあったもの。 

＜申立人の主張＞ 

浸潤性乳管がんと診断されたため、平成 28年 10 月に契約した組立型保険にもとづき、三大

疾病給付金を請求したところ、責任開始前に別のがんの診断を受けていることを理由に支払わ

れなかった。しかし、以下の理由により、契約を取り消し、本契約に加入したために生じた損

害を賠償し、その他一連の精神的苦痛に対して慰謝料を支払ってほしい。 

(1)契約時、募集人に、病歴や通院歴、投薬が必要なことを伝え、保険に加入することができ

るかについて少なくとも 2 回確認したが、「問題なく保険に加入できる」と返答された。 

(2)2 回目のがんの罹患に対しては三大疾病給付金が支払われないことが分かっていたら、本

契約に加入していなかった。 

(3)本契約に加入したことで、2 回目以降のがんも保障される適切な保険に加入する機会を逃

した。 

＜保険会社の主張＞ 

以下の理由により、申立人の請求に応じることはできない。 

(1)募集人は、申込時に契約内容を適切に説明している。 

(2)募集人は、告知の際に、申立人から過去にがんになったことを伝えられておらず、「問題な

く保険に加入できる」といった発言もしていない。 

＜裁定の概要＞ 

1.裁定手続 

 裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理の他、契約時の状況等を把握する

ため、申立人および申立人配偶者、ならびに募集人に対して事情聴取を行った。 

2.裁定結果 

 上記手続の結果、募集人の説明不足等は認められないが、以下の理由により、和解により解

決を図るのが相当であると判断し、和解案を当事者双方に提示し、その受諾を勧告したところ、

同意が得られたので、手続を終了した。 

(1)募集行為全般にわたり、紹介者であった申立人配偶者の取引先の役員が介在しており、こ

の紹介者によって、契約内容や申立人の既往歴などの確認が行われたことが窺われる。保

険募集の責任、資格、知識を有する者ではない紹介者を募集行為に介在させることは問題

であり、また第三者を介在させれば、情報が正確に伝わらない点でも問題がある。 

 

 


